
売掛金を払ってもらえないときの法的手段 

 売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末

払い」などの条件で支払われますが、払っ

てもらえなくなった場合、自社の資金繰り

が悪化します。まずは直接交渉をして払っ

てもらえるように努めますが、それでも支

払ってもらえない場合には、法的手段に訴

えるという選択肢もあります。 

法的手段を用いた回収方法 

法的手段を用いた回収方法には次のよう

なものがあります。 

（１）支払督促（書類審査のみの簡易手続） 

支払督促は、簡易裁判所を通じて支払い

を求める法的な手続きです。債権者からの

申立てのみに基づいて行われ、簡易裁判所

の書記官が相手に支払いを命じる略式の手

続きです。手続きが迅速に進み、相手が異

議を申し立てなければ強制執行に必要な

「債務名義」を取得できる点が特徴です。 

しかしながら、相手先が異議申し立てを

すれば訴訟に移行することになります。 

（２）民事調停 

民事調停は、裁判官と調停委員が仲介役

となり、話し合いによって民事上の紛争解

決を目指す手続きです。話し合いで合意に

達すると確定判決と同じ効力を持つ調書が

作成され、解決に至らなかった場合は調停

が不成立となります。費用が安く、非公開

でプライバシーが守られ、当事者が直接顔

を合わせずに済むメリットがあります。 

（３）訴訟（少額訴訟・通常訴訟） 

 調停が不成立となったり、支払督促に異

議申し立てをされたりした場合には、訴訟

（紛争の解決のために裁判所に訴えて、国家

による判断を求める手続き）となります。 

 訴訟で確定判決を得れば、それを債務名

義に強制執行をすることが可能となります。 

（４）強制執行 

調停や裁判で債務が確定しても相手が支

払ってくれない場合には、強制執行の手段

を執ることができます。 

債権者が裁判所に民事執行の申し立てを

行い、執行官により差し押さえや換価手続

きをしてもらって、債権を回収します。 

法的手続きは専門家に依頼しましょう 

 法的手段は債権者自身でも行えますが、

弁護士や認定司法書士（債権額 140 万円以

下の場合）に依頼した方が、時間的にも効

率的にもうまく進めることができます。 

 

 

 

 

 

 

田原会計 NEWS 

 

2026 年 2 月 10日(火) 

〒400-0031    山梨県甲府市丸の内 2-25-15 

田原会計事務所     TEL 055-225-3622 FAX 055-227-7714 

Email tahara0423@tkcnf.or.jp 

売掛金が回収できなくなった時 

の対処法（法的手段に訴える） 

法的手段に訴える場合

には、債権回収額と弁護

士報酬や訴訟費用との

兼ね合いを鑑みた上で

手続きを進めることに

なります。 

 


